
令和８年度 厚生労働省委託事業 中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業

参加無料～実務者向け～

「労働基準法の実務セミナー」
～見落としがちな基礎知識～

労働者の皆様が安心して働くために知っておくべき重要なルールや、パート・有期雇用労働者を雇

う際のポイント、労働者・使用者それぞれの権利・義務などをわかりやすく解説いたします。主に実

務の基本について解説いたしますので、総務に配属されたばかりの方や日頃の業務方法に不安や

疑問を持たれている方などが対象です。

開催日程・会場

7月2日（木）

13:30～16:00
（受付 13:15）

秋田テルサ 5F
第３会議室

秋田市御所野地蔵田
3-1-1

7月9日（木）

13:30～16:00
（受付 13:15）

横手市交流センター
ニッパツY2ぷらざ3F

研修室1

横手市駅前町1-21

8月4日（火）

13:30～16:00
（受付 13:15）

大館市北地区
コミュニティセンター
別館2F 多目的室

大館市有浦1-8-15

※ 締切:各開催日の３日前（定員に達した場合は期日前に締め切ることがあります）

講 師 齋藤 孝一 氏
元労働基準監督官｜秋田働き方改革推進支援センター アドバイザー
特定社会保険労務士・労働衛生コンサルタント

お問い合わせ:秋田働き方改革推進支援センター
〒010-0921 秋田市大町3-2-44 大町ビル3F

フリーダイヤル:0120-695-783 ｜ TEL:018-865-5335
※ 受講証明書などの発行はできません。あらかじめご了承願います。

お申し込みはこちらから!


